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こうとう区報では、本文の文字に見やすく読み間違えにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

平
成

年
度
の
特
別
区
民
税
・
都

29

民
税
の
課
税
・
非
課
税
・
納
税
証
明

書
は
︑
�
月

日
︵
月
︶
か
ら
区
民

12

課
総
合
窓
口
︵
区
役
所
�
階
�
番
︶
︑

豊
洲
特
別
出
張
所
・
各
出
張
所
で
取

り
扱
い
ま
す
︒
証
明
書
自
動
交
付
機

・
コ
ン
ビ
ニ
交
付
で
は
︑
課
税
・
非

課
税
証
明
書
︵
平
成

年
度
の
み
︶

29

を
取
り
扱
い
ま
す
︒

窓
口
で
交
付
申
請
さ
れ
る
方
は
︑

本
人
を
確
認
で
き
る
書
類
を
ご
持
参

く
だ
さ
い
︒

な
お
︑
交
付
申
請
を
代
理
の
方
が

行
う
場
合
は
︑
依
頼
人
自
筆
の
委
任

状
︵
押
印
の
こ
と
︶
と
代
理
人
の
身

分
を
証
明
す
る
書
類
が
必
要
で
す
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
︒

ま
た
︑
都
営
住
宅
居
住
者
の
収
入

報
告
の
た
め
の
提
出
資
料
と
し
て
︑

課
税
証
明
書
の
代
わ
り
に
︑
税
額
決

定
通
知
書
︵
本
書
に
限
る
︶
を
ご
利

用
に
な
れ
ま
す
︒

▢問
課
税
課
課
税
第
二
係
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(
�
�
�
	
)
�
�
�
�

平
成

年
度
住
民
税
︵
特
別
区
民

29

税
・
都
民
税
︶
が
課
税
さ
れ
る
方
に
︑

税
額
決
定
の
通
知
書
を
�
月

日
12

︵
月
︶
に
発
送
し
ま
す
︒

﹇
納
期
﹈

�
月

日
︵
金
︶
︵
第
一
期
︶
︑
�

30

月

日
︵
木
︶
︵
第
二
期
︶
︑

月

31

10

31

日
︵
火
︶
︵
第
三
期
︶
︑
平
成

年


30

月

日
︵
水
︶
︵
第
四
期
︶

31
※
給
与
か
ら
の
引
き
落
と
し
︵
特
別

徴
収
︶
分
は
︑
会
社
等
︵
特
別
徴
収

義
務
者
︶
を
通
じ
て
別
途
通
知
さ
れ

ま
す
︒

年
金
か
ら
の
引
き
落
と
し

︵
特
別
徴
収
︶

﹇
対
象
と
な
る
方
﹈

平
成

年
中
に
公
的
年
金
等
の
支

28

払
い
を
受
け
た
方
の
う
ち
︑
平
成
29

年
�
月

日
に
老
齢
基
礎
年
金
等
を

受
給
し
て
い
る

歳
以
上
の
方
で
︑

65

介
護
保
険
料
が
特
別
徴
収
さ
れ
て
い

る
方

※
次
の
方
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
︒

○
老
齢
基
礎
年
金
等
の
年
額
が

万
18

円
未
満
の
方

○
老
齢
基
礎
年
金
等
か
ら
所
得
税
額
︑

介
護
保
険
料
︑
国
民
健
康
保
険
料

お
よ
び
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

を
控
除
し
た
額
が
住
民
税
額
に
満

た
な
い
方

﹇
対
象
と
な
る
税
額
﹈

公
的
年
金
等
の
所
得
に
か
か
る
住
民

税
額
︵
所
得
割
額
お
よ
び
均
等
割
額
︶

﹇
徴
収
方
法
﹈右
表
の
と
お
り

▢問
課
税
課
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ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
へ
切
り
替

え
た
場
合
︑
自
己
負
担
額
が
ど
れ
く

ら
い
軽
減
で
き
る
か
が
わ
か
る
お
知

ら
せ
を
お
送
り
し
ま
す
︒

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
と
は
︑
先

発
医
薬
品
の
特
許
期
間
終
了
後
に
製

造
さ
れ
る
た
め
︑
先
発
医
薬
品
と
比

べ
て
価
格
が
安
く
な
っ
て
い
ま
す
が
︑

そ
の
有
効
成
分
含
有
量
は
同
じ
で
︑

有
効
性
や
品
質
︑
安
全
性
が
同
等
の

医
薬
品
で
す
︒
ま
た
︑
薬
事
法
に
基

づ
い
た
厳
正
な
審
査
を
経
た
う
え
で
︑

流
通
し
て
い
ま
す
︒
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク

医
薬
品
を
選
ぶ
こ
と
で
︑
医
療
の
質

を
落
と
さ
ず
に
自
己
負
担
を
軽
く
す

る
と
と
も
に
︑
増
え
続
け
る
医
療
費

を
抑
え
る
こ
と
に
も
つ
な
が
り
ま
す
︒

こ
の
機
会
に
ご
検
討
く
だ
さ
い
︒

﹇
対
象
と
な
る
方
﹈国
民
健
康
保
険
加

入
者
ま
た
は
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

の
被
保
険
者
の
う
ち
︑
生
活
習
慣
病

等
の
医
薬
品
が
処
方
さ
れ
て
い
る
方

で
薬
代
が
一
定
額
以
上
軽
減
さ
れ
る

と
見
込
ま
れ
る
方

Ｃ
Ｉ
Ｇ
ビ
ジ
ョ
ン
で
は
︑
区
民
に

よ
り
構
成
す
る
﹁
Ｃ
Ｉ
Ｇ
区
民
サ
ポ

ー
タ
ー
会
議
﹂
を
設
置
し
︑
区
民
・

事
業
者
・
行
政
の
協
働
に
よ
り
Ｃ
Ｉ

Ｔ
Ｙ

Ｉ
Ｎ

Ｔ
Ｈ
Ｅ

Ｇ
Ｒ
Ｅ
Ｅ
Ｎ

＝
Ｃ
Ｉ
Ｇ
︵
緑
の
中
の
都
市
︶
の
実

現
を
目
指
す
こ
と
を
掲
げ
て
い
ま
す
︒

区
で
は
︑
公
募
の
区
民
の
参
加
に
よ

り
Ｃ
Ｉ
Ｇ
区
民
サ
ポ
ー
タ
ー
会
議
を

開
催
し
︑
区
の
緑
化
の
推
進
に
関
わ

る
意
見
交
換
等
を
行
っ
て
い
ま
す
︒

区
の
緑
の
施
策
へ
の
参
画
・
提
案
に

よ
り
Ｃ
Ｉ
Ｇ
の
実
現
に
協
力
い
た
だ

け
る
会
議
の
メ
ン
バ
ー
の
公
募
を
行

い
ま
す
︒

※
報
酬
は
あ
り
ま
せ
ん
︒

※
企
業
・
団
体
の
方
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
︒

▢時
﹇
第
�

回
﹈
�
月

日
︵
木
︶
午

29

後
	
時
～
�
時
半
︵
平
成

年
�
月

30

ま
で
に
野
外
活
動
を
含
め
て
全
�
回

程
度
を
予
定
︶
▢場
﹇
第
�

回
﹈区
役

所
隣
防
災
セ
ン
タ
ー

階
土
木
部
会

3

議
室▢人

区
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
で
平

日
の
夜
の
会
議
に
毎
回
出
席
で
き
る

歳
以
上
の
方

人
程
度
︵
選
考
結

16

20

果
は
�
月
下
旬
に
通
知
︶﹇
任
期
﹈平

成

年
�
月
ま
で
︵
再
任
あ
り
︶

30▢締
�
月

日
︵
金
︶
消
印
有
効

16

▢申
は
が
き
ま
た
は
メ
ー
ル
に
①
郵

便
番
号
・
住
所
②
氏
名
③
年
齢
④
連

絡
先
︵
電
話
・
フ
ァ
ク
ス
・
メ
ー
ル
︶

⑤
応
募
の
動
機
⑥
今
ま
で
の
緑
化
に

関
わ
る
活
動
︵
あ
る
場
合
︶
を
記
入

し
︑
〒

︱

区
役
所
管
理
課
Ｃ
Ｉ

135

8383

Ｇ
推
進
係
へ
※
応
募
書
類
は
返
却
し

ま
せ
ん
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7
0
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3
2
@
c
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o
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※
す
べ
て
の
被
保
険
者
の
皆
さ
ん
に

お
送
り
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒

通
知
が
届
か
な
か
っ
た
方
も
切
り
替

え
る
こ
と
で
薬
代
が
安
く
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
︒

﹇
送
付
時
期
﹈

国
保
：
毎
月
下
旬
※
同
じ
方
に
数
か

月
の
間
隔
を
空
け
て
複
数
回
送
付
す

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
︒

後
期
高
齢
者
医
療
：
�
月
下
旬

﹇
注
意
事
項
﹈

○
す
べ
て
の
医
薬
品
に
ジ
ェ
ネ
リ
ッ

ク
医
薬
品
が
あ
る
と
は
限
り
ま
せ

ん
︒

○
症
状
な
ど
に
よ
り
処
方
で
き
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す
︒

○
切
り
替
え
を
ご
希
望
の
場
合
に
は
︑

必
ず
医
師
・
薬
剤
師
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
︒

▢問
﹇
国
保
﹈医
療
保
険
課
医
療
保
健

係

☎
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�
�
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)
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�

�

℻

(
�
�
�
	
)
�
�
�
�

通
知
サ
ポ
ー
ト
デ
ス
ク
︵
平
日
午
前

�
時
～
午
後
�
時
︶

☎
�

�
�
(
�
�
�
)
�
�
�

﹇
後
期
高
齢
者
医
療
﹈東
京
都
後
期
高

齢
者
医
療
広
域
連
合
点
検
係

☎
(
�
�
�
�
)
�
�

�

通
知
サ
ポ
ー
ト
デ
ス
ク
︵
発
送
日
の

翌
日
︵
�
月
下
旬
︶～
	
月

日
︵
月
︶

31

の
平
日
午
前
�
時
～
午
後
�
時
︶

☎
�

�
�
(
�
�
	
)
�
�
�

ど
な
っ
た
り
叩
い
た
り
せ
ず
︑
こ

ど
も
に
向
き
合
い
伝
え
る
し
つ
け
の

方
法
を
学
ぶ
﹁
Ｋ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
ハ
ッ
ピ
ー

子
育
て
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
講
座
︵
愛
称

は
ぴ
ト
レ
︶
﹂
の
連
続
編
を
開
催
し

ま
す
︒
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
等
を
交
え

て
実
践
的
に
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
講

座
で
す
︒

▢時

▢場
下
表
の
と
お
り
※
重
複
申

込
不
可

▢人
区
内
在
住
で
お
お
む
ね

�
歳
児
～
未
就
学
児
を
子
育
て
中
の
︑

全
回
受
講
可
能
な
方
各

人
︵
抽
選
︶

10

▢保
無
料
︵
申
込
書
に
希
望
の
有
無

を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
︶

▢締
�
月

日
︵
水
︶
必
着

14

▢申
子
育
て
支
援
課
︵
区
役
所
�
階

番
︶
︑
区
内

か
所
の
子
ど
も
家

15

5

庭
支
援
セ
ン
タ
ー
に
あ
る
専
用
申
込

書
お
よ
び
ア
ン
ケ
ー
ト
用
紙
︵
区
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
入
手
可
︶
に
必

要
事
項
を
記
入
し
︑
窓
口
で
申
込
︒

ま
た
は
︑
〒

︱

区
役
所
子
育
て

135

8383

支
援
課
こ
ど
も
家
庭
支
援
係
へ
郵
送

☎
(
�
�
�
	
)
�
�
�
�

℻

(
�
�
�
	
)
�

�
�

10月・12月・平成30年2月

公的年金からの住民税の徴収方法
新たに対象となる方

方 法

徴収額

徴収月

納付書や口座振替による
(普通徴収)

各月、年税額の1／4

6月(第1期)・8月(第2期)

年金からの引き落とし
(特別徴収)

各月、年税額の1／6

10月・12月・平成30年2月

昨年度から引き続き対象の方

方 法

徴収額

徴収月

年金からの引き落とし(特別徴収)

各月、前年度分の年税額の1／2
に相当する額の1／3(仮徴収)

4月・6月・8月

各月、年税額から仮徴収した
額を控除した額の1／3(本徴収)

豊洲子ども家庭支援

センター

(豊洲5-5-1-201)

深川北子ども家庭支

援センター

(高橋14-6)

場所

2

3

1

7／10・24、8／7・21、9／11・

25、10／23(月曜全7回)

10：00〜12：00

10／7・21、11／4・18、12／2

・16、平成30／1／13(土曜全

7回)10：00〜12：00

9／1・15、10／6・20、11／10

・24、12／22(金曜全7回)

10：00〜12：00

日時

大島子ども家庭支援

センター

(大島4-1-37)

委任状の記載例 ・委任者がすべてご記入ください
・朱肉を使用する印鑑を押印ください

委 任 状

江東区長殿

平成 年 月 日

委任者 住 所

証明する年度の
月日の住所

氏 名 (印)

日中の連絡先 ― ―

私は、下記の者を代理人として、委任事項欄の取得の権限を委任します。

委任事項：平成 年度 住民税課税・非課税証明 通

平成 年度 住民税 納 税 証 明 通

代理人 住 所

氏 名

生年月日 Ｍ・Ｔ・Ｓ・Ｈ 年 月 日 男・女

▲はぴトレ
ロゴマーク




